
国の障害者基本計画（第４次） 国の障害者基本計画（第５次）

はじめに はじめに

Ⅰ　障害者基本計画（第４次）について Ⅰ　障害者基本計画（第５次）について

１．位置付け １．位置付け

２．対象期間 ２．対象期間

３．構成 ３．構成

４．条約との関係 ４．条約との関係

（１）条約の概要 （１）条約の概要

①経緯 ①経緯

②主な内容 ②主な内容

③我が国の関連するこれまでの取組 ③我が国の関連するこれまでの取組

（２）条約の基本的な考え方 （２）条約の基本的な考え方

①「障害」の捉え方 ①「障害」の捉え方

②平等・無差別及び合理的配慮 ②平等・無差別及び合理的配慮

③実施に関する仕組み ③実施に関する仕組み

（３）障害者基本計画（第４次）との関係 （３）障害者基本計画（第５次）との関係

５．2020年東京オリンピック・パラリンピックとの関係

Ⅱ　基本的な考え方 Ⅱ　基本的な考え方

１．基本理念 １．基本理念

２．基本原則 ２．基本原則

（地域社会における共生等） （地域社会における共生等）

（差別の禁止） （差別の禁止）

（国際的協調） （国際的協調）

【追加】 ３．社会情勢の変化

（１）2020年東京オリンピック・パラリンピックのレガシー継承

（２）新型コロナウイルス感染症拡大とその対応

　（３）持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現（ＳＤＧsの視点）

３．各分野に共通する横断的視点 ４．各分野に共通する横断的視点

（１）条約の理念の尊重及び整合性の確保 （１）条約の理念の尊重及び整合性の確保

（２）社会のあらゆる場面におけるアクセシビリティの向上 （２）社会のあらゆる場面におけるアクセシビリティの向上

　　①社会のあらゆる場面におけるアクセシビリティ向上の視点
　　　の採用

　　①社会のあらゆる場面におけるアクセシビリティ向上の視点の
　　　採用

②アクセシビリティ向上に資する新技術の利活用の推進 　　②アクセシビリティ向上に資する新技術の利活用の推進

（３）当事者本位の総合的かつ分野横断的な支援 （３）当事者本位の総合的かつ分野横断的な支援

（４）障害特性等に配慮したきめ細かい支援 （４）障害特性等に配慮したきめ細かい支援

（５）障害のある女性、子供及び高齢者の複合的困難に配慮した
　　きめ細かい支援

　（５）障害のある女性、子供及び高齢者に配慮した取組の推進

（６）ＰＤＣＡサイクル等を通じた実効性のある取組の推進 （６）ＰＤＣＡサイクル等を通じた実効性のある取組の推進

①企画（Plan）　　 ②実施（Do） ①企画（Plan）　　 ②実施（Do）

③評価（Check）　④見直し（Act） ③評価（Check）　④見直し（Act）

４．施策の円滑な推進 ５．施策の円滑な推進

（１）連携・協力の確保 （１）連携・協力の確保

（２）理解促進・広報啓発に係る取組等の推進 （２）理解促進・広報啓発に係る取組等の推進

①重点的に理解促進等を図る事項 ①重点的に理解促進等を図る事項

②理解促進等に当たり配慮する事項 ②理解促進等に当たり配慮する事項

国の障害者基本計画（総論部分）　新旧対照表

資料 ３


